
 

    

計 画 の 基 本 理 念 

 

【交通事故のない社会の実現】 

本市が、真に豊かで活力のある社会を構築していくためには、その前提として、市民

全ての願いである安全で安心して暮らすことができ、移動することができる社会を実現

することが極めて重要である。 

 そのために防犯や防災、さらに、新型コロナウイルス感染症対策等の様々な取組が必

要とされる中にあって、今なお交通事故により毎年多くの方が被害に遭われていること

を考えると、交通安全の確保もまた、安全で安心な社会の実現を図っていくための重要

な要素である。 

 人命尊重の理念に基づき、また交通事故がもたらす大きな社会的・経済的損失をも勘

案して、究極的には交通事故のない社会を目指すべきである。 

言うまでもなく、交通事故のない社会は一朝一夕に実現できるものではないが、交通

安全対策基本法制定後半世紀を経た今、改めて交通事故被害者等の存在に思いを致し、

交通事故を起こさないという誓いの下、悲惨な交通事故の根絶に向け、以下の２つを基

本とした交通安全施策を推進する。  
（１）人優先の交通安全思想 

道路交通については、自動車と比較して弱い立場にある歩行者等の安全を、また、全 

ての交通について、高齢者、障害のある人、子ども等の交通弱者の安全を、一層確保す

る必要がある。 

運転者には「思いやり」のある運転思想と「譲る運転」の徹底を促し、歩行者には譲

られたことに対する感謝の気持ちを示す具体的な行動を醸成することによって、交通安

全を図っていく。 

交通事故がない社会は、交通弱者が社会的に自立できる社会でもある。また、思いが

けず交通事故被害者等となった方に対して、一人一人の状況に応じた支援が求められる。 

このような「人優先」の交通安全思想を基本とし、あらゆる施策を推進する。 

（２）高齢化が進行しても安全に移動できる社会の構築】     

道路交通については、高齢歩行者の交通事故とともに、高齢運転者による事故は、喫

緊の課題である。また、事業用自動車においても、運転者の高齢化の進行に伴い生じる

課題に向き合う必要があり、地域で高齢者が自動車に頼らずに自立的に日常生活を営む

ことができるようにすることなど高齢化の進行に伴い生じうる、様々な交通安全の課題

に向き合い、解決していくことが不可欠となる。 

 高齢になっても安全に移動することができ、安心して移動を楽しみ豊かな人生を送る

ことができる社会の構築を推進することを基本とし、あらゆる施策を推進していく。 
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「基本理念を実現するために踏まえておくべき事項」 

１ 交通社会を構成する三要素 

本計画においては、このような観点から、①道路交通、②踏切道における交通、③

大規模地震に備えて、それぞれに計画期間内に達成すべき目標を設定するとともに、

その実現を図るために講じるべき施策を明らかにしていくこととする。 

具体的には、①交通社会を構成する人間、②車両等の交通機関及び③それらが活動

する場としての交通環境という三つの要素について、それら相互の関連を考慮しなが

ら、交通事故の科学的な調査・分析や、政策評価を充実させ、可能な限り成果目標を

設定した施策を策定し、かつ、これを市民の理解と協力の下、強力に推進する。 

 

 (1) 人間に係る安全対策       

   交通機関の安全な運転を確保するため、運転者の知識・技能の向上、交通安全意

識の徹底、指導取締りの強化、運転の管理の改善、労働条件の適正化等を図り、か

つ、歩行者等の安全な移動を確保するため、歩行者等の交通安全意識の徹底、指導

の強化等を図るものとする。また、交通社会に参加する市民一人ひとりが、自ら安

全で安心な交通社会を構築していこうとする前向きな意識を持つようになること

が極めて重要であることから、交通安全に関する教育、普及啓発活動を充実させる。    
(2) 交通機関に係る安全対策                    

人間はエラーを犯すものとの前提の下で、それらのエラーが事故に結び付かない

ように、新技術の活用とともに、各交通機関の社会的機能や特性を考慮しつつ、高

い安全水準を常に維持させるための措置を講じ、さらに、必要な検査等を実施し得

る体制を充実させるものとする。  
 (3) 交通環境に係る安全対策  

   機能分担された道路網の整備、交通安全施設等の整備、交通管制システムの充実、

効果的な交通規制の推進、交通に関する情報の提供の充実、施設の老朽化対策等を

図るものとする。また、交通環境の整備に当たっては、人優先の考えの下、人間自

身の移動空間と自動車や鉄道等の交通機関との分離を図るなどにより、混合交通に

起因する接触の危険を排除する施策を充実させるものとする。特に、道路交通にお

いては、通学路、生活道路、市街地の幹線道路等において、歩道の整備を積極的に

実施するなど、人優先の交通安全対策の更なる推進を図ることが重要である。 

   なお、これらの施策を推進する際には、高齢化や国際化等の社会情勢の変化を踏

まえるとともに、地震や津波等に対する防災の観点にも適切な配慮を行うものとす

る。 

 

２ これからの５年間（計画期間）において特に注視すべき事項  

 (1) 人手不足への対応 

   交通に関わる多岐にわたる分野・職種において人手不足の影響がみられ、自動

2



 

    

化・省力化等の進展もみられる中で、安全が損なわれることのないよう、人材の質

を確保し、安全教育を徹底する等の取組が必要である。 

 

 (2) 先進技術導入への対応    

   今日、道路交通の分野では、衝突被害軽減ブレーキ等の先進安全技術が普及・進

展し、事故減少への貢献がみられる。 

   先進技術の導入により、ヒューマンエラー防止を図り、また、人手不足の解決に

も寄与することが期待されるが、着実に安全性を確保していくことが重要である。 

   このほか、新しいタイプのモビリティの登場についても、安全性の観点からの議

論を深める必要がある。  

 

 (3) 高まる安全への要請と交通安全           

   感染症を始め、自然災害の影響、治安など、様々な安全への要請が高まる中にあ

っても、確実に交通安全を図り、そのために、安全に関わる関係機関はもとより、

多様な専門分野間で、一層柔軟に必要な連携をしていくことが重要である。 

 

 (4) 新型コロナウイルス感染症の影響の注視        

   新型コロナウイルス感染症の直接・間接の影響は、陸上交通に及び、様々な課題

や制約が生じているほか、市民のライフスタイルや交通行動への影響も認められる。 

   これに伴う、交通事故発生状況や事故防止対策への影響を、本計画の期間を通じ

て注視するとともに、必要な対策に臨機に着手する。 

 

３ 横断的に重要な事項 

 (1) 先端技術の積極的活用                 

今後も、全ての交通分野において、更なる交通事故の抑止を図り、交通事故のな

い社会を実現するために、あらゆる知見を動員して、交通安全の確保に資する先端

技術や情報の普及活用の促進に積極的に取り組んでいく必要がある。  
(2) 救助・救急活動及び被害者支援の充実     

   交通事故が発生した場合に負傷者の救命を図り、また、被害を最小限に抑えるた

め、迅速な救助・救急活動の充実、負傷者の治療の充実等を図ることが重要である。

また、犯罪被害者等基本法（平成 16 年法律第 161 号）の制定を踏まえ、交通安全

の分野においても交通事故被害者等に対する支援の更なる充実を図るものとする。 

 

 (3) 参加・協働型の交通安全活動の推進           

   交通事故防止のためには、国、地方公共団体、地域の民間団体等が緊密な連携の

下に、それぞれが責任を担いつつ、施策を推進するとともに、市民の主体的な交通

安全活動を積極的に促進することが重要であることから、市の行う交通の安全に関

する施策に計画段階から市民が参加できる仕組みづくり、市民が主体的に行う交通
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安全総点検、地域におけるその特性に応じた取組等により、参加・協働型の交通安

全活動を推進する。 

 

 (4) 経営トップ主導による自主的な安全管理体制の充実・強化   

   市民の日常生活を支え、一たび交通事故等が発生した場合には大きな被害となる

公共交通機関等の一層の安全を確保するため、保安監査の充実・強化を図るととも

に、事業者が社内一丸となった安全管理体制を構築・改善し、国がその実施状況を

確認する運輸安全マネジメント評価を充実・強化する。また、運輸安全マネジメン

ト評価を通じて、事業者による防災意識の向上及び事前対策の強化等を図ることに

より、防災マネジメントの取組を強化するとともに、感染症による影響を踏まえた

安全対策を講ずる。 

 

 (5) EBPM1の推進                     

   交通安全に関わる施策における EBPM の取組を強化するため、その基盤となるデ

ータの整備・改善に努め、多角的にデータを収集し、各施策の効果を検証した上で、

より効果的な施策を目指す。 

 

 (6) 知見の共有                      

   本市では、交通安全対策基本法制定後の半世紀の間の、交通安全計画に位置付け

られた多岐にわたる施策、関係者の尽力により、交通事故は大きく減少してきてい

るが、今後、更に減少させるためには、本市の知見を県及び近隣市町と共有し、活

かしていく視点も重要であり、連携や協力を推進する。 

                                                

1 EBPM :Evidence‐Based Policy Making（証拠に基づく政策立案） 
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